
B 経過措置対象者

B 経過措置対象者に関すること

B14 違法性阻却通知関係 対象者

「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」（平成22年4月1日医政発第0401第
17号厚生労働省医政局長通知）に基づくたんの吸引等の実施者について、経過措置としての認定特
定行為業務従事者の認定の範囲はどのように考えればよいか。

認定特定行為業務従事者としての認
定は、原則として平成２４年３月末ま
での間に特別養護老人ホームで就業
した者。なお、上記通知に基づき特別
養護老人ホームでたんの吸引等を実
施していた介護職員であって、平成２
４年３月末の時点で休業中の者等を
含む。
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